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救急医療においてソーシャルワーカーに
期待すること －精神科医の立場から－
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要 旨 救命救急センター（救命センター）は，予期せぬ出来事によって搬送されてきた傷病
者で占められる．そして，患者が緊急事態に直面し，本人を取り巻く社会的支援が貧

弱であることが露呈する場面に，医療者は日常的に遭遇する．そういった患者のカルテにはたい
てい，貧困，母子家庭，虐待，自殺等々といった社会問題に関するキーワードが初療時記録から
浮かび上がることが多い．1980年代精神科医が３次救急医療に積極的に関わるようになり，さら
に近年，社会福祉士や精神保健福祉士が深く関与するようになってきた．ACTION-Jという共同
研究は，ソーシャルワーカー（Social Worker : SW）の自殺未遂患者への介入による再企図予防
効果を狙ったその最たるものといえよう．
　救命センターで精神科医が関わりを求められる対象は，大きく，１）搬送前から精神医療につ
ながっている患者，２）精神医療につながりがなかった/途絶えていたが入院直前もしくは後に
その必要性が判明する患者，に分類できる．これらの患者は，身体医療，精神医療それぞれ単独
の治療では退院や転院に至れないことが多い．救命センターにおいて精神医学的問題を抱える患
者は日常生活能力が低く，家族支援も非常に弱い場合が多い．
　しかし，救命センターの自殺未遂の入院患者に関与できる時間は限られており，また介入プロ
セスが容易でないことも少なからずある．一方で，救急搬送された時こそ，患者や患者家族が医
療および支援を必要としている時期であり，患者と患者家族に関して多くの情報が得られ，関係
を構築しやすい機会でもある．
　本研究では，救命センターにおける自殺未遂患者へのSWの介入の必要性と，自殺予防の観点
から精神科医師とSWの協働の重要性について，国立病院機構大阪医療センター救命センター入
院患者データベースを用いて調査した．

キーワード　救命救急センター，自殺予防，精神医学的関与，ソーシャルワーカーの協働

はじめに

　国立病院機構大阪医療センター（当院）は，大阪
市内にある救命救急センター（救命センター）を大
きな柱の一つとする急性期の総合病院である．救急

搬送数は，2015年度：総数1,228件・うち自殺企図
128（10.4％），2016年度：総数1,032件・うち自殺企
図91（8.8％）と，年度によってばらつきはあるも
のの，年間1,000件以上で，そのうち約10％が自殺
企図により受傷した患者で占められている．当院救
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命センターに関わる職種は医師・看護師・ソーシャ
ルワーカー（social worker : SW）・リハビリ職員・
臨床工学士・医事職などで，精神科医は３名，SW
は３名が関わっている．
　救急医療において精神科医とSWが協働する分野
は複数あるが，本稿では本シンポジウムのテーマに
関する自殺予防を中心に論じたいと思う．
　WHOが推奨する自殺予防対策として，『全体的予
防介入（universal prevention）』，『選択的予防介入

（selective prevention）』，『 個 別 的 予 防 介 入
（indicated prevention）』の３視点からの戦略が挙
げられている２）が，自殺企図患者が搬送されてく
る救命センターでの自殺予防は『個別的予防介入

（indicated prevention）』の視点に立ったものであ
る．また過去の研究で，表１に挙げた９つの対策の
うち，７つ以上の対策を提供した組織を利用した患
者では，導入数が６つ以下であった組織と比較し，
有意に自殺率が高かったことが示されている．そし
てとくに自殺防止効果が高かった対策は「24時間救
急医療の提供」であり，それに次いで「併存診断患
者に対する治療，支援方針の明確化」「多職種スタッ
フによる自殺ケースのレビュー」も有意な減少効果
が示された３）．救急医療の提供そのものが自殺予防
となっていると考えられる．
　当院では，個々のケースを通じて救命センター医
師と看護師，精神科医，そしてSWが，各々の専門
的立場から意見を交わし相談しながら診療に当たっ
ている．今回，具体的にSWがどのような活動を担っ
ているのか，自施設における自殺予防活動の観点か
ら，自殺企図により入院した患者の背景とSWの介
入そして救命センター退院後の効果について調査し

た．

方 法

　対象は2015年４月１日から2017年３月31日までの
24カ月間に自殺企図により当院救命センターに救急
搬送された患者219名のうち，救命しえた患者150名
とした．患者背景は，年齢，性別，保険種類（国民
保険，社会保険，後期高齢，生活保護，その他），
精神科受診歴（通院中，未受診あるいは通院中断），
ICD-10 ４）による診断（F０～F９），入院期間，SW
依頼/介入（SW介入）の有無，精神科併診の有無
について調査した．さらに，SW介入群とSW非介
入群の患者背景について調査した．ちなみに当院救
命センターにおいて精神科併診やSW介入は，救命
センターの医師や看護師が起点となる．また，救命
センター退院/転院時の，“精神科医療への継続受診
先主治医の決定”，“障害福祉支援担当者の決定”の
２点をそれぞれアウトカムとし，各々に関与した因
子を調査した．統計検定では，２群比較にはFisher
の正確検定を，多変量解析にはロジスティック回帰
分析を行い，変数選択にはステップワイズを用いた．
統計的有意性の閾値はp<0.05と定義した．統計解析
はEZR５）を用いた．
　本研究は，国立病院機構大阪医療センター倫理委
員会にて審査承認を受けた（承認番号：17102）

結 果

１．患者背景（表２）
　平均年齢は40.5歳（15-89歳），男性61名（40.7％），

病院内の危険個所の除去・改修（Removal of ligature points）

積極的地域支援サービス（Assertive outcome teams）

24 時間の救急医療体制（24h crisis team）

退院後早期のフォローアップ体制（７day follow-up）

コンプライアンス不良ケースの治療・支援の明確化（Non-compliance policy）

併存診断ケースの治療・支援の明確化（Dual diagnosis policy）

司法機関との情報共有（Criminal justice information sharing）

多職種スタッフによる自殺に関するレビュー（Multidisciplinary review after suicide）

専門スタッフに対する自殺防止に関する訓練（Training in suicide risk）

文献３）より引用

表１　推奨される自殺予防対策
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女性89名（59.3％）だった．保険種類は多い順に，
生活保護53名（35.3％），国民保険52名（34.7％），
社会保険40名（26.7％），後期高齢者４名（2.7％），
自費１名（0.7％）だった．入院時において78名

（52.0％）は精神科に通院中だったのに対し，72名
（48.0％）は精神科未受診あるいは受診中断中だっ
た．診断コードでは多い順に，F３が70名（46.7％），
F２が19名（12.7％），F４およびF６が16名（10.7％），
F１が８名（5.3％），F０が２名（1.3％），F５およ
びF７・F８が１名（0.7％）だった．入院期間は，
平均14.7日（１–31日）だった．精神科併診有は120
名（80.0％），併診無は30名（20.0％）だった．SW
介入有は106名（70.7％），SW介入無は44名（29.3％）

だった．15名（10％）は精神科併診，SW介入いず
れも受けてなかった．

２．SW介入の有無の患者背景（表２）
　SW介入の有無について統計学的に有意差が認め
られたのは，入院時の保険種類（p=0.002），診断コー
ド（p<0.001），自殺手段（p=0.028），入院中精神科
併診の有無（p=0.008）だった．

３．救命センター退院後の精神科主治医決定および
障害福祉担当者決定に関する因子（表３）

　救命センター退院時における精神科通院先主治医
決定に関して，入院前の精神科通院の有無，入院中

計 SW依頼有 SW依頼無
p値

n=150（％） n=106 n=44
年齢（歳） 40.5 41.3 38.6 0.38
保険（名） <0.05
　社会保険 40（26.7） 24 16
　国民保険 52（34.7） 35 17
　生活保護 53（35.3） 46 7
　後期高齢 4（2.7） 1 3
　その他 1（0.7） 0 1

精神科受診（名） 0.15
　通院中 78（52.0） 60 18

　未受診・中断 72（48.0） 46 24
診断コード（名） <0.05

　F0 2（1.3） 1 1
　F1 8（5.3） 6 2
　F2 19（12.7） 19 0
　F3 70（46.7） 53 17
　F4 16（10.7） 11 5
　F5 1（0.7） 0 1
　F6 16（10.7） 11 5
　F7 1（0.7） 1 0
　F8 1（0.7） 0 1
　不詳 16（10.7） 4 12

入院期間（日） 14.7 14.4 15.4 0.52
自傷手段（名） <0.05
　薬物中毒 89（59.3） 55 34
　交通関係 2（1.3） 2 0
　刃物 13（8.7） 13 0

　飛び降り 29（19.3） 24 5
　首つり 9（6.0） 6 3
　入水 3（2.0） 3 0
　熱傷 1（0.7） 1 0
　その他 3（2.0） 2 1

精神科併診（名） <0.05
　無 30（20.0） 15 15
　有 120（80.0） 91 29

表２　患者背景
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の精神科併診の有無が，独立因子として統計学上有
意な差を認めた．また，救命センター退院時におけ
る障害福祉支援担当者決定に関して，SW介入の有
無が独立因子として統計学上有意差を認めた．

考 察

　当院救命センターに2015年度および2016年度に入
院した自殺未遂患者において，48.0％が精神科未受
診あるいは通院中断，すなわち精神科医療コンプラ

イアンス不良ケースだった．過去の自殺未遂等の過
量服薬による救命センター入院患者を対象とした大
規模研究では，本邦の救命センターにおける精神科
併診率は44.1％６）だった．本調査では，当院救命セ
ンターに入院した自殺未遂患者の80.0％に精神科医
が関わっていることが示された．そして精神科医あ
るいはSWいずれも介入していないケースが10％
と，ゼロでないことは今後の課題ではあるものの，
低い割合だった．
　SW介入の有無の患者背景調査からは，精神科併

計 通院先
主治医決定

通院先
主治医未定 p値 障害福祉

担当者決定
障害福祉
担当者未定 ｐ値

年齢（歳） 40.5 39.2 43.6 0.14 39 35 0.11
保険（名） 0.94 <0.05
　社会保険 40 28 12 16 24
　国民保険 52 37 15 27 25
　生活保護 53 40 13 41 12
　後期高齢 4 3 1 2 2
　その他 1 1 0 1 0
精神科受診（名） <0.05＊ 0.41
　通院中 78 67 11 48 30
　未受診・中断 72 42 28 38 32
診断コード（名） <0.05 <0.05
　F0 2 0 2 1 1
　F1 8 6 2 8 0
　F2 19 18 1 16 3
　F3 70 58 12 38 32
　F4 16 8 8 4 12
　F5 1 0 1 0 1
　F6 16 12 4 10 6
　F7 1 1 0 1 0
　F8 1 1 0 0 1
　不詳 16 5 11 9 7
入院期間（日） 14.7 14.1 16.3 0.17 14.0 13.0 0.80
自傷手段（名） 0.55 0.67
　薬物中毒 89 64 25 50 39
　交通関係 2 2 0 2 0
　刃物 13 8 5 9 4
　飛び降り 29 22 7 16 13
　首つり 9 8 1 4 5
　入水 3 1 2 3 0
　熱傷 1 1 0 1 0
　その他 3 3 0 2 1
精神科併診（名） <0.05＊ 0.68
　有 120 93 27 71 49
　無 30 16 14 16 14
SW依頼（名） <0.05 <0.05＊

　有 106 85 21 75 31
　無 44 24 20 12 32
＊：有意な独立因子

表３　救命センター退院時
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診によって，そして精神医学的診断によってもSW
介入が生じていることが示された．当院救命セン
ターで精神科医師が患者の精神疾患に基づいてSW
の介入を求めた，あるいは患者の精神疾患に基づい
て精神科併診をSWが求めた証左である可能性が考
えられる．
　患者の治療・支援方針の明確化のためには，短時
間に集まる多くの情報の確度や重要度など，的確に
評価する必要性がある．そこで当院救命センターで
は精神科医が，SWに相談をしたり，SWから相談
を受けて，多角的視点に立つことによって患者やそ
の家族が抱えている機能不全の問題が明らかになっ
ていくことは，日常よく経験することである．
　つまり，当院救命センターは精神科医とSWの協
働によって，自殺予防の観点から推奨されている，

「併存診断患者に対する治療，支援方針の明確化」「コ
ンプライアンス不良ケースの治療・支援の明確化」
の足掛かりとして有機的に機能している可能性が考
えられる．
　ほかに，生活保護受給者や医療費支払い困難者な
ど経済的理由やキーパーソン不在を理由としたSW
介入，自殺未遂によって発生した身体合併症による
長期入院，転院調整を目的としたSW介入が求めら
れていることも，今回の調査によって示唆された．
　救命センター退院後のフォローアップ体制に関し
て，精神科医療継続のためには入院中の精神科医に
よる関与が，そして障害福祉制度利用のためには
SWの関与が有効だったことが示唆された．これら
は自殺予防で推奨されている「コンプライアンス不
良ケースの治療・支援の明確化」と「併存診断ケー
スの治療・支援の明確化」だけでなく，「積極的地
域支援サービス」の導入，「退院後早期のフォロー
アップ体制」の構築にも，精神科医師やSWの関与
が有効である可能性を示唆していると思われる．

おわりに

　本研究結果から，当院救命センターにおける自殺
未遂者へのSWの介入の必要性が明らかになった．

また，自殺予防の観点から，精神科医師とSWの協
働の重要性が示唆された．

〈本論文は第71回国立病院総合医学会シンポジウム「救
急医療とソーシャルワーク」において「救急医療にお
いてソーシャルワーカーに期待すること～精神科医の
立場から～」として発表した内容に加筆したものであ
る．〉
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し
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